
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



表 1 

治 安 維

持 法 に

抗 っ て

ー 父 良

治 の 足

跡 ー 年

譜（太字

は 本 文

と 関 係

大 の 箇

所）所） 

 

  

西
暦 

元
号 

年
齢 

溝川 良治  年 譜 備 考 

19
09 

M42 0 
5 月 2 日、京都府加佐郡大江町
にて 由蔵・つるの 3男として誕
生 

1916年 一家は大阪へ移住 

19
25 

T14 15 4 月 大阪府立高津中学校入学 
治安維持法制定 京都学連事件 
 

19
28 

S3 18 3月 同上、卒業 3.15事件（日本共産党一斉弾圧） 

19
28 

S3 18 
4月、大阪外国語学校独語部入
学 すぐに「外語社研」に加
入 

治安維持法最高刑死刑に 
改正 

19
29 

S4 19 

関西学連（学生社会科学連合
会）役員。1年次で、3月 23
日付大阪外語退学処分 (入退
学証明書 証第 1891号大阪
大 )  

3.5山本宣治刺殺さる。階戸 
義雄、上野達也ら生涯の友と 
出会う。4.16共産党弾圧事件   
世界恐慌 

19
30 

S5 20 

「溝川も僕も 1930年に検挙さ
れた」（追悼集、馬淵薫） 
いわゆる「2月事件」以後引き
続く全国的大検挙の嵐 

武装共産党事件（田中清玄）に
連座して階戸氏検挙さる。  
武装メーデー事件 

19
31 

S6 22 

8月 26日未明を期し京阪神 3
都に跨る一斉大検挙。関西の
党組織はこの大弾圧で約１千
人が検挙され、下司順吉、峠
一夫など 185人が起訴されて
壊滅的な打撃をうけた 

8月事件  
新聞記事掲載禁止   
   
満州事変 

19
32 

S7 23 

組合（全協）活動にて 6月 17
日検挙投獄（治安維持法違
反）。 
8月 3日起訴。8月 25日に解
禁された毎日新聞号外に良治
らの生々しい検挙報道。朝日
橋署で検挙後、北区若松町未
決監に移される。年末に予審 1
度 

峠一夫（24）、下司順吉（21） 
も写真入りで号外に掲載。 
昭和 7年 9月エスペランチスト 
長谷川テル検挙、奈良女高師 
退学処分。 
11月岩田義道逮捕後 4日で 
拷問虐殺さる（享年 34歳） 

19
33 

S8 24 

この時期（起訴され若松町未決
監収監中、予審待ち）の獄中手
紙 8 通（父由蔵宛 3 通、母つる
宛 1 通、兄孝太郎宛 3 通、弟寅
之助宛 1通）発見（2016年） 

2.20 小林多喜二拷問・虐殺 
6 月、党幹部の佐野学と鍋山貞親
が獄中で転向声明。良治は非転
向を貫く。  
「滝川（京大）事件」 
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暦 
元
号 

年
齢 

溝川 良治  年 譜 備 考 

19
34 

S9 25 

８ｶ月ぶりの弟宛手紙（ 6月） 
判決、釈放理由不明、2年以上
獄中（出所日、理由等分から
ず） 

2 月 19 日、野呂栄太郎獄死 
2月 21日に恩赦（勅令、現
天皇誕生）に関係するか？ 

19
35 

S10 26 
関西繊維機器工業会入社  
繊維機械・平和産業発展に尽
力 

溝川、上野、北、中村らは頻繁
に交流、特高は「良心的非合法
グループ」として監視（追悼
集、上野） 

19
37 

S12 28 
関西繊維機器工業組合書記就
任 

少なくない活動家は実業界等新
分野で活躍  南京大虐殺 

19
38 

S13 29 
溝川良治、室谷俊子 結婚 
良治 29歳、俊子 22歳 

S14長女啓子 S17長男牧雄  

S19次男悠介 誕生 

19
39 

S14 30 
関西繊維機器工業組合書記長 
（多くの活動家に経済的援助
をしていた模様（追悼集） 

 S14-S18年 

19
41 

S16 32 

12.8未明真珠湾攻撃。治安維持法
の予防拘禁制度で 12月 9 日に布
施警察に拘束。「非常措置に関す
る件、12月 8日対米英宣戦布告に
伴う、非常事態に即応する為 12
月 9日早朝を期し、主要なるもの
に対し一斉に検挙検束等の措置を
断行せる」とし、大阪では「非合
法グループ」として、18 名が検
挙、その中の一人に「事業部長 
溝川良治」が記されている（特高
月報昭和 16 年 12月分）  

永和の家に朝特高が来て小坂
の布施署へ連行。身重の俊子
に手を引かれ 3 歳の啓子が布
施署へ面会。特高が家宅捜
査、「タダモノロン（唯物
論）ないか」と本箱をまさぐ
る（母俊子の話）。 

～
19
55
頃 

S30
頃 

～
46 

繊維関係で関西実業界で活躍 
1949.10.1中華人民共和国 
中国貿易促進会、日中友好運
動に尽力 

19
60
頃 

S35 51 
1964年頃まで約 10 年間、起
業、倒産・失業の繰り返し 

 

19
66 S41 57 

日朝貿易に意欲、 
友信商事 KK 設立 代表取締役 

 

19
67 S42 58 北朝鮮へ商談渡航(10-11月 1 ｶ月) ソ連経由 

19
69 S44 60 

友信商事退職。以後、闘病、 
入退院を繰り返す 

以後年金生活、古代史研究に没頭 

19
85 S60 76 心筋梗塞で永眠  
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資料 3 1932年に検挙起訴され大阪市若松未決監に収監中の良治から家族
にあてた 8 通の手紙（1933 年～34 年）実物写真（文面手紙は母つる宛）。
これらの手紙は 2016 年筆者宅で発見された。厳しい検閲下で政治的な事
柄は書かれていないが、どの手紙も向学心に燃え、本や雑誌の差入、家族
への思い、揺るがぬ信念などが綴られている。特に母親宛の手紙には「面
会の折には色々お伺いしお母さんや皆さんのお気持ちははっきりとわかっ
ていますし、済まないと思いますが・・どうなるにしろ仕方のないことで
すから諦めてほしいです」と、多分、母の「転向」の説得に信念を曲げず
刑を覚悟して「諦めてほしい」と言い切る 24 歳の青年の強さに感銘しま
す。 

資料 1 毎日新聞昭和 7 年 8 月 25 日号外。 良治は 23 歳全協活動で検

挙起訴される。検挙の様子が“街上”で生々しく報道、良治に関する部分

は拡大青丸挿入）。大阪で検挙者 500 余名、起訴 91 名（学生は良治ら 5

名）。裏面に左翼学生運動の記事、大阪外語検挙者 10 名、うち起訴者は

良治 1名 

―118― 

） 
―118― 

） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-119- 

-120- 

） 

資料 2 1932 年 治安維持法違反で検挙起訴された良治、特高月報（昭
和七年八月分、8 月に起訴された者をまとめて掲載、検挙府県“大阪”を
抜粋 2 人）。犯罪事実に黨員、同盟員と記されているが真偽は不明（治
安維持法に目的遂行罪が加えられ共産党員以外の検挙者が急増、「自由は
こうして奪われた~10 万人の記録でたどる治安維持法の軌跡」NHK-ETV
特集 2018.8.18 参照。）良治の学歴は大阪外語中退（諭示退）と記されて
いる。 
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） 

資料 5 2017 年 8 月 15 日～17 日の毎日新聞奈良版は「平和と自由をも
とめ 治安維持法が奪った声 上・中・下の特集企画を掲載。 これは治安
維持法の現代版ともいえる共謀罪法の強行成立に際し、同紙が奈良におけ
る治安維持法犠牲者を通して、同法がいかに平和と自由を奪ったか、警鐘
を鳴らす企画であった。第 1 回目は筆者がインタビューを受け、父・良治
もいかに治安維持法で弾圧されたかを語った記事です。 



 

長男の上さんと筆者の姉啓子が結婚しました。 

後に民医連で活躍された峠さんが、我家が生活に困窮しているとき、

下司さんと自作のお米を手土産に来られ、「銀めしが食べれる」と子供

心にはしゃいだことをよく覚えています。 
 

1.  “子どもとして、治安維持法で弾圧された父の詳しい事績を知りたい

（p.112）”において、本文や表 1でも触れたように、父の釈放の時期や

理由が不明でしたが、本稿の初稿を読んで頂いた義兄の下司上さんから

“恩赦”に関して貴重な以下の情報が寄せられました。「1933（Ｓ８）

年 12月 23日、皇太子明仁親王（現天皇）の誕生に際し、翌 1934年 2

月 21日に恩赦（勅令）が発令。高知刑務所で服役中の父順吉や槇村浩

もこの恩赦で減刑されたよう。良治さんのようにまだ判決を受けていな

い（とみられる）人たちに恩赦がどのようにおこなわれたのか。きちん

と調べる必要がありますが」。父良治と下司順吉は同時期に逮捕起訴さ

れており（表 1、資料 1参照）、父の釈放もこの恩赦と関係があったかも

しれません。 

 

 

2. 原稿を読んでいただいた知人の K.Mさんから「お父上のひととなりや親

子の交流のひとコマが具体に綴られていたら」との感想をいただきまし

たので、その一端を補筆しておきます。 

温和で家族思いの父と子供たちは、政治や社会のことを含めてよく話

をし、子供たちは父から「ものの見方・考え方」に大きな影響を受けまし

た。家族の間であれだけ沢山色々のことを話してきたのに、父が経験し

た青年時代の具体的な活動や弾圧の様子はほとんど聞いていなかったこ

とが残念でなりません。断片的に聴いたことに、匕首を持ってのビラ貼

りや病気で釈放されて帰宅したとき、布団が重くて寝られず、吊り布団

で寝ていたこと、ついに聞きそびれた拷問の傷跡？などなど、いつの事

件かを特定して書き足したいと思っています。きっと今では考えも及ば

ないような壮絶な経験もあったに違いなく、それを生の声で語り継げた

らどんなにインパクトがあったことかと悔やまれます。 

   

 

あとがき 
―「治安維持法に抗ってー父溝川良治の足跡―」補筆― 

溝川悠介  

 

 戦前の侵略戦争の時代は、国内では治安維持法下の弾圧の嵐が吹き荒れ、父

良治たちは、それに抗して命をかけて闘いました。現在、安倍政権はそのよう

な戦前の「戦争と暗黒政治」に戻そうと必死になっており、「自由と平和、個

人の尊厳」を守ろうとする国民とのし烈な闘いが続いています。そんな折だか

らこそ「治安維持法に抗った父良治の生きざま」は、現代の私たちの闘いに大

きな糧を与えるものと考え、3年前から父の足跡を調べ始めました。残念なこ

とに、父からは検挙や投獄や拷問についてはごく断片的なことしか聞いていま

せん。父に何度か「自分史」をまとめて子や孫に残すように勧めましたが、

「自分史を書くと必ず虚飾が入る」と言って、筆を執ろうとはしませんでし

た。父の足跡をたどり始めると、国賠同盟奈良県本部の田辺実会長らから、父

の名前が記載された特講月報などの資料の提供を受けました。 

本寄稿文を一応まとめ、校正に入ってからも、田辺さんや義兄の下司上さん

らから貴重なコメントをいただきました。それらは本出版に間に合いませんで

したが、折角の機会ですから、掲載できなかった部分をこの場をお借りして補

筆させていただきます。 

 

【主な追加、補筆点】 
1. 字数の制限で全ての図、表が小さく判読が困難なところが多いため、拡

大した図表を原著の図表に置き換えて再録しました。図（資料）におい

て本文との関係がわかりやすくするため、説明文、赤丸等を補筆しまし

た。 

 

“23歳全協活動で検挙起訴される (p.107)”で引用した毎日新聞号外（資料

1）で起訴された 91名の党員の中に、筆者にも懐かしい下司順吉(21)や峠

一夫（24）の名前が出ています。二人は新聞に顔写真と重要人物としての

紹介もあり、きっと父よりもっと大物だったのでしょう。後に大阪や全国

で活躍された下司さんとは物心がついたころから家族ぐるみの付き合い

で、 

 
（2） 



 

 

父自身は何一つ「自分史」を書き残しておらず、この冊子がなければ本稿のよ

うな父の足跡を追うことは不可能でした。もうほとんど亡くなられた冬至会

（戦前、治安維持法下で活動された関西の仲間たちの同窓会的な集まり）の皆

さんには厚くお礼を申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。 

 

＊溝川良治の治安維持法違反が記載されている参考文献をあげておきます。 

①小森恵著 西田義信編 「治安維持法検挙者の記録―特高に踏みにじられ

た人々―」（文生書院、2016年、ｐ.574） 

②治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟奈良県本部編  

「治安維持法下奈良県にも侵略戦争に反対して闘った人々がいた！ 

 奈良県の治安維持法犠牲者名簿」（第 1次刊行 2016年 ｐ.52） 

③日本労働年鑑 （同人社、第 14巻 昭和 7年、ｐ.709） 

④特高月報 昭和 7年 8月分 ｐ.12 

⑤特高月報 昭和 16年 12月分 ｐ.7 

⑥毎日新聞号外（昭和 7年 8月 25日） 

⑦毎日新聞（2017年 8月 15日、奈良版） 

 

＊筆者が発表した父良治に関する文献 

 ① 「青木康次先生と青木知恵子さんを偲ぶ文集へのメッセージ」 

2015年 12月 15日「不屈」NO.498付録 

②「父・溝川良治も治安維持法の犠牲者だった」 

「奈良県治安維持法犠牲者追悼のつどい」口頭発表、2016年 3月 27日  

「『奈良県治安維持法犠牲者追悼のつどい』によせて」（同実行委員会） 

③「私の父も、治安維持法の犠牲者だった」 

生駒台校区・平和や憲法を考える会ニュース（NO.90） 2016年 5月号 

④「天皇制ファシズムに抗した父も治安維持法の犠牲者だった」  

「戦争体験そして平和へのねがい」 2017年 7月 21日発行 

全日本年金者組合生駒支部文集  

⑤「獄中からの家族にあてた手紙」(2017年 2月 16日、unpublished) 

⑥「治安維持法に抗ってー父良治の足跡ー」 

   第 32回国賠同盟県本部大会 ミニ講演 2018年 5月 19日 

（「不屈」奈良県版 No.305, 2018年 6月 15日） 

⑦「『治安維持法』の時代に戻してはならない」 

全日本年金者組合生駒支部ニュース 195号 2018年 8月発行 
 
 

5.“むすびにかえて （ｐ.114）”で冒頭に引用した毎日新聞奈良版の記事（資   

料 5）との関連で、田辺実さんからつぎのような貴重なコメントをいただき

ました。「父良治さんが京都で生まれ、大阪で活動・生活された方なのに、

なぜ、毎日新聞の奈良版で取り上げられたのかという、奈良とのご縁のこと

です。良治さんの息子さんである筆者が定年退職後は奈良県を舞台に、原発

問題、平和委員会、革新懇、奈良市民連合など多面的に活動されているご縁

で、良治さんが『奈良県の治安維持法犠牲者名簿』に掲載されたこと、筆者

自身が国賠同盟県本部の顧問であることが論文全体のなかで何らかの形で

触れていただければスムーズではないか」と。 

そこで“むすび”冒頭の 6行を次の文章で補ないたいと思います。 

昨年の終戦の日から 3 日間（2017 年 8 月 15 日-17 日）の毎日新聞奈良版に

「平和と自由をもとめ 治安維持法が奪った声 上・中・下の特集企画が掲

載されました。これは国賠同盟奈良県本部が 2016 年編集刊行した「奈良県

の治安維持法犠牲者名簿」が治安維持法の現代版ともいえる共謀罪法が強行

成立された今日、歪められた歴史認識を正すために粘り強く運動をすすめる

国賠同盟に県民の強い関心が寄せられていることを示す企画と思われます。 

主として大阪で反戦平和の活動をしていた父良治が『奈良県の治安維持法犠 

牲者名簿』に掲載され、毎日新聞の治安維持法特集にインタビューされたの 

は、筆者が 2008 年大阪府立大学を定年退職後、奈良で平和民主運動に携わ

っ 

てきた事を国賠同盟奈良県本部から評価して頂いたためで、紙面をお借りし 

てここに深く感謝するものです。 

特集記事「上」では、私が父・溝川良治を、「中」では、越山のぶ子さん（県

本部常任理事）が父青木康次氏を語り、「下」では、田辺実県本部会長が、「犠

牲者名簿」の出版の動機を中心に語るという企画でした。 

資料 5に示した「反戦唱え、３回の検挙 溝川大阪府大名誉教授の父・良

治さん」の記事に対して多くの人からメールや電話や直接声をかけられるな

ど反響の大きさに驚きました。 
 

6. 【参考文献】（ｐ.115）について、補足 

1）「ここに彼がいるー溝川良治君を偲んで-」 

（1986年 5月 20日 溝川良治を偲ぶ会刊行）  

1985 年 10 月 17 日心筋梗塞で永眠（享年 76 歳）した父を偲んで、青春時代

を共に生き抜いた老戦士のみなさんが貴重な父の思い出を綴って下さいました。 

（4） 

） 

（１） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                 

                     

                                  

                

 （写真 2） 

良治&俊子 

in 琵琶湖 

1983 

 

良治 in あすか野 

（筆者宅庭で 

新聞を読む） 

1983 

 

          

 

 

 

 

 

 

       

 

結婚式 （良治 29歳、俊子 22歳）1938 

 

家族写真 1950 

 

 

良治&俊子 

in 琵琶湖 

1983 

 

良治&筆者  

in あすか野 

1984 

（没 1年前） 
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父が治安維持法下で天皇制ファシズムに抗って「侵略戦争」に反対し、「平和
と自由」を求めて命を懸けて闘っていたことはよく知っていました。しかし、そ
の活動の詳細はほとんど聴いておらず、その事実を隠してはいませんが、特に公
表することもありませんでした。それが 2015 年 11 月 10 日に、吉田病院内で奈
良県「治安維持法犠牲者・青木康次先生と青木知恵子さんを偲ぶつどい」が開催
され、私も奈良県平和委員会代表として招待を受けました。その時、治安維持法
国賠同盟との繋がりができ、挨拶の中で初めて「父も治安維持法の犠牲者である
こと」を明らかにしました。それを契機に父の足跡を調べ、“あとがき“に記し
たようにいくつか口頭や文書で発表してきました。 

一昨年 12 月に断捨離をする中で、母の遺品の中から獄中からの父の手紙 8 通
が発見され、子供たちで協力してそれを書き下しました。2018 年 5月に第 32 回
国賠同盟県本部大会で手紙の内容を中心としたミニ講演を行い、その後、田辺県
本部会長から講演内容をまとめて「治安維持法と現代」に寄稿するように勧めら
れました。その結果、同誌の 2018 年秋季号に「治安維持法に抗ってー父溝川良
治の足跡―」の発表の運びとなりました。貴重な機会を与えて下さった田辺会長
をはじめ藤田廣登氏ら同誌編集委員のみなさまに厚く感謝を申し上げます。 

なお、同寄稿文校正後の新たな事実の判明や同誌の容量の制約から図表が判読
できないところも多く（すべて筆者の責任に帰す）、それらは“あとがき”とし
て補筆し、本文と“あとがき”をまとめて本小冊子としました。 

父の足跡については、まだまだ明らかでない点が多く、これからも調査研究し、
機会があればまた発表したいと考えています。 

                             溝川悠介 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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